
多賀町農業委員会の委員候補者募集等実施要領

1　趣旨
　 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」といいます。)第9条の規定に
基づき、多賀町議会の同意を得て多賀町長が任命する多賀町農業委員会の委員(以下「農業委員」
といいます。)の候補者の推薦および募集(以下「募集等」といいます。)を行います。
2　農業委員の業務概要
(1)  農地等の権利移動や農地の転用等に係る許認可
(2)  法第17条に規定する農地利用最適化推進委員との連携による農地等の利用の最適化(担い手への農地集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消および新規参入の促進)の推進に関する業務指針の策定・変更
(3)  農地等の利用の最適化の推進に関する施策の改善について多賀町長へ提出する意見の決定
(4)  農地利用最適化推進委員との連携による農地等の利用の最適化を推進する業務等
(5)　地域計画における目標地図見直しに向けた取組の推進
3　任期
　 3年(令和8年7月20日から令和11年7月19日まで）
4　身分
　多賀町の特別職の非常勤職員
5　報酬
　 日額 6,500円
6　募集等の人数
　 14人
7　推薦を受ける方および応募する方の資格
　 農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の
所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる方で、次のいずれかに該当する
方は除きます。なお、町外の方でも推薦を受け、または応募することができます。
(1)  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
(2)　拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなく
なるまでの方
 (3)  法令等の規定により農業委員との兼職が禁止されている職にある方
(4)  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規
定する暴力団もしくは同条第6号に規定する暴力団員またはこれらと密接な関係を有する方
8　推薦および応募に係る手続等
　 所定の様式に必要事項を記入の上、(3)の添付書類を添えて、多賀町産業環境課に提出して
ください。推薦および応募に係る書類は返却しませんので、ご了承ください。
(1)  推薦および応募様式
	①　農業者等の個人が推薦する場合
	多賀町農業委員会の委員候補者推薦申込書
(個人用)(様式第1号)

	②　法人または団体が推薦する場合
	多賀町農業委員会の委員候補者推薦申込書
(法人・団体用)(様式第2号)

	③　一般募集に応募する場合
	多賀町農業委員会の委員候補者応募申込書
(様式第5号)


 (2)  様式の入手方法
多賀町産業環境課窓口または町ホームページにて関係書類を取得してください。
(3)  添付書類
(1)の①②により推薦を受ける方および③により応募する方は、それぞれ次の書類を添付
してください。
ア　農業委員の資格に係る誓約書(様式第3号)
イ　暴力団等の排除に係る誓約書兼同意書(様式第4号)
(4)　注意事項
農業委員と農地利用最適化推進委員の両方に推薦・応募することはできますが、両方の委員を兼ねることはできません。
9  募集等の期間
令和8年2月1日(日)午前8時30分から令和8年2月28日(土)午後5時15分まで（日曜・祝祭日を除く）に多賀町産業環境課にご持参のうえ提出してください。
10  評価方法
　(1)　「多賀町農業委員会の委員候補者評価委員会」において、推薦を受けられた方または応募された方の評価を行い、町長に報告します。
(2)  評価に当たっては、農業委員の過半数が認定農業者であること、農業委員会の所掌事務に利害関係を有しない方が含まれること、ならびに委員の決定において年齢および性別に著しい偏りが生じないように配慮することが法で規定されているため、これらの条件を考慮しながら審査します。
11　募集等の状況の公表
(1)  募集等の状況について、募集等の期間の中間と終了時に多賀町ホームページで公表しま
す。
(2)  公表内容は、推薦書および応募申込書に記載された住所および連絡先以外のすべてとなります。
12  農業委員の任命
  評価の結果、農業委員の候補者となられた方については、令和8年6月の町議会において
議会の同意を得て、同年7月20日付けで町長が農業委員に任命します。







問合せ・提出先
　　多賀町役場産業環境課農政係
[bookmark: _GoBack](多賀町農業委員会事務局）
電話番号：０７４９‐４８‐８１１７
有線番号：２－２０３０







